
小規模地方公共団体対策技術率先導入補助事業実施要領 

 

１ 目的 

  この実施要領は、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（民間団体）交付 

要綱（平成１５年１０月１日付け環廃産発第 031001006 号、環地温発第 0310010 

02 号。以下「要綱」という。）第４条第７項の規定に基づき、同条第１項第４ 

号に掲げる事業の実施に関して必要な細目等を定めることにより、地球温暖化 

対策の強化と速やかな普及を図ることを目的とする。 

 

２ 事業の実施方法等 

（１）対象事業の要件 

   本事業では、シェアード・セイビングス・エスコ事業を用いて、小規模な

地方公共団体の施設の高いレベルでの省エネ化を行う取組であり、以下の要

件を満たすものを対象とする。 

  ⅰ）地方公共団体が地球温暖化対策の推進に関する法律（平成１０年法律第

１１７号）第２０条の３に規定する地方公共団体の事務及び事業に関す

る実行計画（新規策定又は改定後３年以内の実行計画に限る。）に基づ

いて行う事業であること。 

ⅱ）整備する施設・設備が、その普及率の向上が見込まれ、かつ、当該施設

・設備を導入することにより地域住民等に対する地球温暖化対策の広範

な普及啓発に資するものであること。 

ⅲ）地方公共団体と民間事業者（ESCO 事業者）が共同で申請するものである

こと。 

（２）要綱第５条第６項第３号の算定方法による算定額 

要綱第５条第６項第３号の算定方法による算定額は、原則として当該設備

による年間の光熱費削減見込額を２倍した額を対象経費から引いた額とす

る。 

（３）維持管理 

   導入した設備は、事業主体の責任のもとで適切な維持管理が講じられるも 

  のであること。 

（４）温室効果ガス削減量の把握等 

   補助事業者は、事業の実施による温室効果ガスの削減量を把握すること。 

   また、環境省の求めに応じて、事業の実施に係るこれらの情報を提供する 

  こと。 

（５）事業報告書の提出 

補助事業者は、補助事業に係る設備の使用開始の日からその年度の３月末

までの期間及びその後の３年間の期間について、事業の実績、温室効果ガス

の削減量及び波及効果等を毎年度とりまとめた事業報告書を様式第２により

作成し、当該年度の翌年度の４月３０日までに大臣に提出するものとする。 



様式第２（小規模地方公共団体対策技術率先導入補助事業の事業報告書の作成例） 

平成○年度小規模地方公共団体対策技術率先導入補助事業の事業報告書 

 

平成○年○月○日  

地方公共団体名 

事業代表者の職・氏名 

 

１．事業の名称 

  ○○○事業 

 

２．事業の概要 

 

３．事業の実績 

 【当該年度に実施した設備整備、改善点等について、その効果等もあわせて

記載する。】 

 

４．温室効果ガスの削減量 

 【当該年度における事業実施に伴う温室効果ガスの削減量について、算定方

法及び算定根拠とあわせて記載する。】 

 

５．事業性の評価 

 【光熱水費削減量、費用対効果を踏まえ、今後の事業収支見込み等、事業性

についての評価を記載する。】 

 

６．今後の取組 

 【翌年度以降の取組予定について、地域住民等からの意見も踏まえ、有望性

や課題を含めて記載する。】 

 

７．事業による波及効果  

 【事業実施による他の地方公共団体、地域の事業者等への波及効果や

当該地方公共団体における同様の設備導入実績等を、できるだけ具

体的に記載する。】  

 

【用紙は日本工業規格Ａ列４番の用紙を用い、文字の大きさは10～12ポイ 

 ント程度、フォントは自由とする。】 

 

【罫線は削除して差し支えない】 

 

【ページ番号を付す】 



附 則 

 

この実施要領は、平成２４年４月５日から施行する。 


